
小松市職員に対する

カスタマー・ハラスメントに関する

アンケート報告

小松市総務課

令和８年６月２２日



１.アンケート調査のまとめ

調査期間：2026.5.19(火)～5.31(日)
調査方法：電子申請サービス
回答者数：974人（行政:456人、学校:460人、こども園等:58人）

カスハラアンケート調査の概要

【業務別カスハラ経験者数(行政)】

※業務別のカスハラ経験者数には複数回答を含むため合計は一致しません

項目 行政 学校 こども園等 合計

対象者数 865人 674人 87人 1,626人

回答者数 456人 460人 58人 974人

回答率 52.7％ 68.2% 66.7% 59.9%

回答者のうちカスハラ経験者数 180人 112人 4人 296人

対対象者割合 20.8% 16.6％ 4.6％ 18.2%

対回答者割合 39.5% 24.3％ 6.9％ 30.4%

【全体】

項目 窓口 福祉 税務 教育 許認可 事業 管理 消防 その他

業務別カスハラ経験者数(※) 84人 37人 13人 10人 4人 32人 14人 10人 6人



２ｰ１.アンケートについて（カスハラの頻度と対応時間①）

直近3年間にどれくらいカスハラを受けましたか。

行政

回答者の39.5%（180人）が直近3年間

にカスハラを受けている。

【正規】41.7%（135人）

【会任】34.1%（45人）

うち、48.3％（87人）は1～2回だが、

17.2％（31人）は6回以上である。

65.0％（117人）が30分以上である。

うち、21.1%（38人）は1時間以上。

38.9％（110人）は当日中に解決して

いるが、14.4%（26人）は1か月以上

要している。

正規 会任

カスハラ1回あたり時間と解決に要した期間は。

時間 期間

0回
189人

(58.3%)

1～2回
62人

(19.1%)

3～5回
48人

(14.8%)

6～10回
10人(3.1%)

11回以上
15人(4.6%)

0回
87人

(65.9%)

1～2回
25人

(18.9%)

3～5回
14人

(10.6%)
6～10回

3人(2.3%)

11回以上
3人(2.3%)

30分未満
63人(35.0%)

30分以上1時間未満
79人(43.9%)

1時間以上2時間未満
34人(18.9%)

2時間以上5時間未満
2人(1.1%)

5時間以上
2人(1.1%)

当日のみ
110人

(61.1%)

1か月未満
44人

(24.4%)

1か月以上6か月未満
19人(10.6%)

6か月以上
7人(3.9%)

（１）発生頻度

（２）1回あたりの平均時間

（３）解決に要した平均期間

・

・

・

・

・



２ｰ２.アンケートについて（カスハラの頻度と対応時間②）

直近3年間にどれくらいカスハラを受けましたか。

学校

カスハラ1回あたり時間と解決に要した期間は。

時間 期間

管理職 教諭等 事務等

0回

283人
(77.3%)

1～2回

47人(12.8%)

3～5回

18人(4.9%) 6～10回

8人(2.2%)

11回以上

10人(2.7%)

0回

25人
（49.0%)1～2回

12人
(23.5%)

3～5回

8人
(15.7%)

6～10回

4人
(7.8%)

11回以上

2人
(3.9%)

0回

40人
(93.0%)

3～5回

1人(2.3%) 11回以上

2人(4.7%)

当日のみ

34人
(30.4%)

1か月未満

39人
(34.8%)

1か月以上6か月未満

22人(19.6%)

6か月以上

17人
(15.2%)

30分未満

26人
(23.2%)

30分以上1時間未満

39人(34.8%)

1時間以上2時間未満

34人(30.4%)

2時間以上5時間未満

10人(8.9%)

5時間以上

3人(2.7%)

回答者の24.3%（112人）が直近3年間

にカスハラを受けている。

【管理職】41.7%（26人）

【教諭等】34.1%（83人）

【事務等】7.0%（3人）

うち、52.7％（59人）は1～2回だが、

23.2％（26人）は6回以上である。

76.8％（86人）が30分以上である。

うち、42.0%（47人）は1時間以上。

30.4％（34人）しか当日中に解決して

おらず、34.8%（39人）は1か月以上

要している。

（１）発生頻度

（２）1回あたりの平均時間

（３）解決に要した平均期間

・

・

・

・

・



２ｰ３.アンケートについて（カスハラを受けた業務ときっかけ①）

カスハラを受けた際に従事していた業務内容は。

行政

51

29

12

9

4

29

14

14

33

8

1

1

3

(84)

(37)

(13)

(10)

(4)

(32)

(14)

(14)

窓口(福祉･税務除く)

福祉関連業務

税務関係業務

教育関連業務

許認可関連業務

事業部門の業務

管理部門の業務

その他

カスハラを受けるきっかけとなった理由は。

74

57

96

4

8

11

1

22

11

24

20

28

2

3

1

2

4

(98)

(77)

(124)

(6)

(11)

(11)

(2)

(24)

(15)

相手の思い込み・勘違い

相手の八つ当たり

相手が制度等に納得できない

自身の対応に問題があった

説明がうまくできなかった

業務上のミスがあった

システムの不具合

理由が不明

その他の理由 会任

正規

会任

正規

対面（庁舎109人、訪問先31人）、電

話（113人）が全体の91.0%を占める。

窓口や福祉、税務など、市民と接点が

多い業務で多く（134人）カスハラが

発生している。

相手が制度に納得できない（124人）、

相手の思い込み・勘違い（98人）が多

数を占めるが、相手の八つ当たり（77

人）、理由が不明（24人）など理不尽

な要因も見られる。

（１）発生した場面

（２）カスハラを受けた業務

（３）カスハラのきっかけ

・

・

・



２ｰ４.アンケートについて（カスハラを受けた業務ときっかけ②）

学校
カスハラを受けた際に従事していた業務内容は。

カスハラを受けるきっかけとなった理由は。

学校内外における児童生徒同士のトラ

ブル（93人）や保護者からの意見・要

求（58人）など、保護者からのカスハ

ラが多数を占める。また、地域からの

意見・要求（10人）も一定数見られる。

相手の思い込み・勘違い（62人）や相

手が制度等に納得できない（38人）が

多数を占めるが、相手の八つ当たり

（39人）、理由が不明（10人）など理

不尽な要因も見られる。

（１）カスハラを受けた業務

（２）カスハラのきっかけ

・

・

3

16

8

11

5

3

4

33

41

26

46

3

3

1

1

1

1

2

1

(4)

(37)

(58)

(35)

(58)

(10)

(7)

学期末等の面談

児童自身の困難の相談

学校内でのトラブルの仲裁

学校外でのトラブルの仲裁

その他の保護者

地域(住民･店舗など)

その他
事務

教諭

管理

13

7

9

4

4

5

7

48

30

29

9

15

2

8

17

1

2

2

(62)

(39)

(38)

(13)

(19)

(7)

(10)

(24)

相手の思い込み・勘違い

相手の八つ当たり

相手が制度等に納得できない

自身の対応に問題があった

説明がうまくできなかった

業務上のミスがあった

理由が不明

その他の理由
事務

教諭

管理



２ｰ５.アンケートについて（カスハラの内容と対応状況①）

行政

侮辱、大声、脅迫など（128人）や長

時間にわたる拘束（103人）が突出し、

不相当な要求を繰り返す（48人）も一

定数見られる。

話を聞き続けた（113人）や説明し続

けた（81人）といった、担当者個人の

対応が大半を占めており、組織的な対

応や切り上げのルール等が不足してい

る。

（１）カスハラの内容

（２）カスハラへの対応状況

・

・

あなたが受けたことがあるカスハラの内容は。

53

57

31

15

21

92

67

2

5

3

3

16

19

15

3

3

21

14

1

2

(69)

(76)

(46)

(18)

(24)

(113)

(81)

(2)

(6)

(5)

(3)

毅然と対応した

複数人で対応した

上司に引き継いだ

対応を打ち切った

謝罪を続けた

話を聞き続けた

説明をし続けた

何もできなかった

警察に引き継いだ

危険を感じ退避した

その他

カスハラを受けた際、どのような対応をしましたか。。

97

84

16

4

2

1

1

2

6

41

3

10

31

19

4

1

1

1

1

7

1

3

(128)

(103)

(20)

(5)

(3)

(1)

(2)

(2)

(7)

(48)

(4)

(13)

侮辱・大声・脅迫など

長時間にわたる拘束

長時間にわたる居座り

土下座など謝罪の要求

スマホ等による撮影

インターネット書き込み

殴るなどの暴行

金銭的な要求

性的な言動

不相当な要求を繰り返す

政治家からの無理な要求

その他

会任

正規

会任

正規



２ｰ６.アンケートについて（カスハラの内容と対応状況②）

学校

侮辱、大声、脅迫など（62人）や長時

間にわたる拘束（51人）が突出し、不

相当な要求を繰り返す（37人）も一定

数見られる。

話を聞き続けた（80人）や説明し続け

た（54人）といった、担当者個人の対

応が大半を占めており、組織的な対応

や切り上げのルール等が不足している。

（１）カスハラの内容

（２）カスハラへの対応状況

・

・

あなたが受けたことがあるカスハラの内容は。

カスハラを受けた際、どのような対応をしましたか。。

18

14

13

1

43

35

6

2

3

1

1

24

1

8

1

2

1

1

(62)

(51)

(6)

(2)

(3)

(1)

(1)

(0)

(1)

(37)

(1)

(10)

侮辱・大声・脅迫など

長時間にわたる拘束

長時間にわたる居座り

土下座など謝罪の要求

スマホ等による撮影

インターネット書き込み

殴るなどの暴行

金銭的な要求

性的な言動

不相当な要求を繰り返す

政治家からの無理な要求

その他

9

15

5

5

21

13

8

3

2

28

58

42

2

18

57

40

5

14

6

1

4

1

1

1

2

2

1

1

(38)

(74)

(48)

(2)

(25)

(80)

(54)

(5)

(22)

(9)

(1)

(7)

毅然と対応した

複数人で対応した

上司に引き継いだ

対応を打ち切った

謝罪を続けた

話を聞き続けた

説明をし続けた

何もできなかった

教育委員会に引き継いだ

警察などに引き継いだ

危険を感じ退避した

その他

事務

教諭

管理

事務

教諭

管理



２ｰ７.アンケートについて（心身の状態の変化と対処法①）

行政

嫌な思いや不安な気持ち（143人）、

腹立たしい気持ち（93人）、仕事に行

くのが憂鬱（67人）などの精神的な影

響を訴える者が多い。

眠れなくなった（10人）や体調が悪化

した（10人）、退職を考えた（12人）

も一定数あり、｢業務上の苦情｣の範疇

を超えている。

時間が解決してくれるまで待った（10

5人）が最も多い。

また、相談しても解決しない（14人）

や相談できる窓口がない（2人）など

により、誰にも相談しなかったケース

が見られ、職員の心理的な孤立を防ぐ

必要がある。

（１）カスハラによる心身の状態の変化

（２）心身の状態の変化した時の対処法

・

・

・

・

カスハラを受けた後、心身の状態に変化はありましたか。

104
78

45
37

29
7

7
1
7
7
13
2

39
15

22
9

8
5

3
1
3

3

(143)
(93)

(67)
(46)

(37)
(12)

(0)
(10)

(2)
(10)

(7)
(16)

(2)

嫌な思いや不安な気持ち

腹立たしい気持ち

仕事に行くのが憂鬱

業務のパフォーマンスが低下

元気がなくなった

退職を考えた

休職した

眠れなくなった

食欲がなくなった

体調が悪化した

所属に不信感を持った

特に変化はあらわれなかった

その他 会任

正規

心身の状態に変化があった時にどうしましたか。

会任

正規

78

39

3

30

5

27

12

11

(105)

(51)

(3)

(0)

(41)

(5)

時間が解決してくれるまで待った

上司・同僚等に相談した

病院に通院した

医務室のメンタルヘルス相談

特に変化はあらわれなかった

その他



２ｰ８.アンケートについて（心身の状態の変化と対処法②）

学校

嫌な思いや不安な気持ち（89人）、腹

立たしい気持ち（65人）、仕事に行く

のが憂鬱（60人）などの精神的な影響

を訴える者が多い。

眠れなくなった（18人）や体調が悪化

した（10人）、退職を考えた（19人）

も一定数あり、｢業務上の苦情｣の範疇

を超えており、休職した（1件）が見

られる。

時間が解決してくれるまで待った（76

人）が最も多い。

また、相談しても解決しない（10人）

などにより、誰にも相談しなかった

ケースが見られ、職員の心理的な孤立

を防ぐ必要がある。

（１）カスハラによる心身の状態の変化

（２）心身の状態の変化した時の対処法

・

・

・

・

・

カスハラを受けた後、心身の状態に変化はありましたか。

心身の状態に変化があった時にどうしましたか。

21
18

13
13

5
2

4
2

1

65
45

45
33

43
17

1
14

11
10
6

6

3
2

2
1

2

1

(89)
(65)

(60)
(47)

(50)
(19)

(1)
(18)

(13)
(10)

(7)
(6)

(1)

嫌な思いや不安な気持ち

腹立たしい気持ち

仕事に行くのが憂鬱

業務のパフォーマンスが低下

元気がなくなった

退職を考えた

休職した

眠れなくなった

食欲がなくなった

体調が悪化した

所属に不信感を持った

特に変化はあらわれなかった

その他

19

7

3

56

39

2

14

1

1

2

(76)

(48)

(2)

(0)

(17)

(1)

時間が解決してくれるまで待った

上司・同僚等に相談した

病院に通院した

医務室のメンタルヘルス相談

特に変化はあらわれなかった

その他

事務

教諭

管理

事務

教諭

管理



行政 学校

（１）就業環境の整備（抑止力と証拠化）

・電話の録音装置（自動音声案内む）、
 窓口の防犯カメラの設置など、録音や
 録画機能の強化。
・ナンバーディスプレイの導入
・窓口 へのアクリル板設置、特定の場所
 での応対制限、課内への侵入防止など、
 来 庁者との物理的な距離の確保。

（２）組織的な対応体制の構築（個人の孤立を防ぐ）

・複数人での対応を原則とし、管理職が
 率先して対応する。
・カスハラ対応の専門官の配置や警察や
 弁護士等が介入する体制。
・過去の事例や対象者の情報を全職員で
 共有し、対応のバラつきを防ぐ。

（１）就業環境の整備（抑止力と証拠化）

・電話に録音装置（自動音声案内む）の
 設置と電話を受ける時間の制限（放課
 後等は自動応答や留守番電話 ）。
・市や教育委員会、警察や弁護士等が介
 入できるように連携を強化し、学校だ
 けの閉鎖的な環境を作らない。

（２）組織的な対応体制の構築（個人の孤立を防ぐ）

・複数人での対応を原則とし、管理職が
 率先して対応する。
・管理職は児童生徒保護者ファーストに
 なりがちなため、教職員を守る責任の
 自覚。
・スクールロイヤーの導入。
・学校組織内での風通しを良くし、事例
 や対応方針を組織で共有する。

３ｰ１.アンケートについて（職員のニーズ①）



行政 学校

（３）基本方針と対応のマニュアル

・｢学校が担うべき業務｣と｢家庭・保護
 者が担うべき責任｣に線引きし、責任
 の範囲を明確にする。
・どこまでが｢相談・要望｣で、どこから
 が｢カスハラ｣か明確な基準をマニュア
 ル化し、教職員に周知する。
・｢何分以上｣、｢どのような言動｣が続い
 たら対応を終了するという打ち切りの
 基準策定。

（４）保護者・地域の周知・広報（抑止・啓発）

・保護者や地域の理解を得られるよう、
 市 や教育委員会からの保護者や地域へ
 のカスハラ対策方針の通知や保護者説
 明会等で明確に伝える。
・｢録画｣や｢録音｣することの表示により、
 心理的なブレーキをかける。

３ｰ２.アンケートについて（職員のニーズ②）

（３）基本方針と対応のマニュアル

・どこまでが｢正当な要求｣で、どこから
 が｢カスハラ｣か明確な基準をマニュア
 ル化し、職員に周知する。
・｢何分以上｣、｢どのような言動｣が続い
 たら対応を終了するという打ち切りの
 基準策定。

（４）市民への周知・広報（抑止・啓発）

・何 がハラスメントに該当するのか、ど
 のような法的責任が伴うのかを、ポス
 ターや広報で明示・周知する。
・｢録画｣や｢録音｣することの表示により、
 心理的な ブレーキをかける。



行政 学校

（５）職員のメンタルケア・教育

・自信を持って毅然とした対応をするた
 めの研 修の実施。
・被害を受けた職員の相談しやすい環境
 作りと心のケア、職員を孤立させない
 組織的なサポート体制の整備。

（５）職員のメンタルケア・教育

・カスハラ事例を用いたロールプレイン
 グや、アンガーマネジメント、毅然と
 した対応をするための研修の実施。
・｢教員は言われて当然｣という風潮を排
 除 し、困難事案発生時に組織が教員を
 守 るという安心感を醸成する。
・被害を受けた教職員が相談しやすい環
 境 作りと、孤立させないサポート体制
 の 整備。

３ｰ３.アンケートについて（職員のニーズ③）



・市として、カスハラに対し、毅然とした態度で組織的に対
応することを表明する。

・窓口等への周知ポスター掲示やHP、SNS等で市民や保護者、
 地域に一斉周知する。

（１）カスハラに対する基本方針の表明等

・通話録音装置や防犯カメラの導入等を行い、カスハラの抑
 止と職員を守る就業環境を整備する。
・対応記録を共有し、特定の個人が一人で抱え込まない、他
 の職員が予防策を講じることができる体制を整える。

（２）対応の「見える化」と「情報共有」

行政・学校【共通】

・どこまでが「正当な要求」で、どこからが「カスハラ」か
 明確な基準を整備し、全職員に周知徹底する。

（３）要綱・マニュアルの整備と職員への周知

４ｰ１.今後の対策方針①



・カスハラ事案発生時に、管理職が職員を守り、毅然とした
 対応することを責務として明確化する。
・被害を受けた職員が孤立せず、組織的にフォローされるメ
 ンタルケア体制を整備する。

（４）職員のメンタルヘルスと支援体制

行政・学校【共通】

４ｰ２.今後の対策方針②


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15

